




















身体障害者補助犬法改正（概要）  

1．相談窓口の設置について  

規定なし→新たに規定   

塾道府県はし補助犬使用者又は受入れ側施設の  

管理者等から苦情や相談の申出を受けたときは、  

必星な助言、指導等を行テほか、関係行政機関の  

紹介を行う。  

（施行日：H20．4．1）  

2．民間の職場における補助犬の使用について  

努力規定→義務規定（一定規模以上の企業）  

二足規模以上の民間企業（従業員56人以上）  

勤務する身体障害者が補助犬を使用すること  は、   

を拒んではなら  ない。ただし 、  補助犬の使用によ  

り事業の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあ  

る場合その他のやむを得ない理由がある場合は、  

この限りでない。  

（施行日：H20．10．1）   



障害者に対する就労支援の推進  

一平成20年虔障害者雇用施策関係予算案のポイントー  

平 成 19 年 12 月   

厚   生   労   働   省  

職業安定局 障害者雇用対策課  
職業能力開発局 能力開発課   



障害者雇用に関する状況をみると、平成18年度におけるハローワークの新規求職申込  

件数や就職件数が過去最高となるなど、障害者の「働きたい」という意欲がこれまでにな  

い高まりをみせている。   

また、障害者自立支援法の下、障害者がその能力や適性に応じて自立した日常生活や社  
会生活を営むことができるよう支援が行われるとともに、特別支援教育により、障害のあ  

る生徒等の自立や社会参加に向けた主体的な取組への支援も行われているところであり、  

福祉、教育の分野におけるこうした動向を踏まえ、障害者の希望や能力に応じて雇用に結  

び付けていく必要性が高まっている。   

こうした中、政府全体としても、障害者雇用に係る取組の充実が図られているところで  

あり、最近の各種の施策の取りまとめにおいても、障害者雇用に係る取組が重要な位置付  

けとして盛り込まれているところである。   

このため、平成20年度においては、上記の状況を踏まえっつ、①雇用、福祉、教育等  

の連携による地域の就労支援力の強化、②障害者雇用促進法制の整備、③障害者雇用の底  

上げのための関係者の意識改革、④障害の特性に応じた支援策の充実・強化、⑤障害者に  

対する職業能力開発の推進により、障害者の雇用促進を図ることとする。  

平成20年度予定額16，780（13，882）百万円  

Ⅰ雇用、福祉、教育等の連携による地域の就労支援力の強化  

1 ハローワークを中心とした、地域の関係機関との連携による「チーム支援」（「地   

域障害者就労支援事業」）の強化等  

［予定額 638（129）百万円］   

ハローワークが中心となって、地域の福祉施設、特別支援学校等の関係機関と連携し  

て、「障害者就労支援チーム」を編成し、就職から職場定着まで一貫した支援を行う取  

組（チーム支援）について、関係機関との連絡調整等を担う「就労支援コーディネータ  

ー（仮称）」を配置する等、体制・機能の強化を図る。   

また、「就職ガイダンス」等の実施により、ハロー ワークのマッチング機能の充実・  

強化を図る。  

2 障害者就業・生活支援センター事業の拡充  

［予定額 2，509（1，242）百万円］  

障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な相談・支援を行う「障  
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害者就業・生活支援センター」について、「成長力底上げ戦略」において、 全障害保健  

福祉圏域に設置することとされたこと等を踏まえ、設置か所数を大幅に拡充する。また、  

センターの支援対象者の増加を踏まえ、実施体制を充実するとともに、職場定着機能を  

強化する。  （設置か所数 135センター → 205センター）  

3 障害者の就労支援を担う人材の育成t確保のあり方に関する調査研究（新規）  

［予定額11（0）百万円］   

障害者の就労支援を担う人材の育成・専門性の向上を図るため、雇用、福祉、教育等  

の各分野で就労支援を担う人材について、 分野横断的な育成・確保のあり方について、  

幅広い見地から検討を行う。  

4 障害求職者と企業とのマッチング支援ツールの整備（新規）  

［障害者雇用納付金事業］   

障害者と企業とのミスマッチを解消するため、障害者の適性・能力や適切な支援方法、  

アピールポイント等を記述できる「障害者マッチングシート（仮称）」を開発するとと  

もに、特に中小企業において、障害者の雇用の体制・条件整備を促進するための「障害  

者雇用自己診断チェックシー ト（仮称）」を開発することとする。  

5 障害者トライアル雇用事業の拡充  

［予定額1，072（902）百万円］  

事業主に障害者雇用のきっかけを提供するとともに、障害者に実践的な能力を取得させ  

て常用雇用へ移行するため、短期間の試行雇用（トライアル雇用）を実施する。  

（対象者数 8，000人 → 9，500人）  

Ⅱ 障害者雇用促進法制の整備  

1 障害者雇用促進法制の整備（新規）  

［予定額18（0）百万円］   

障害者雇用対策の充実強化に向け、短時間労働に対応した障害者雇用率制度の見直し、  

中小企業における障害者の雇用促進、福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の  

強化等について、関係審議会の検討結果を踏まえ、障害者雇用促進法制について所要の  

整備を行う。  
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Ⅲ 障害者雇用の底上げのための関係者の意識改革  

1 障害者雇用の底上げのための意識改革・支援ネットワーク形成推進事業（新規）  

［予定額 234（0）百万円］   

障害者の一般雇用への移行を促進するため、関係者から国民一般に至るまで幅広い層  

の意識改革を図るため、インターネットを通じた情報の共有・流通、障害者雇用支援優  

良企業による積極的な働きかけや働く障害者からのメッセージの発信他地域の事業主集  

団による意識改革セミナーの開催等により、働く障害者を支援するネットワークを構  

築・強化し、障害者雇用の取組の推進を図る。  

2 地域の事業主団体を活用した「障害者雇用に関する意識改革促進事業」の推進  

（新規）  

［予定額 72（0）百万円］   

地域の事業主団体を活用して、「意識改革セミナー」を開催し、企業における具体的  

な障害者雇用の取組を促進するとともに、地域の福祉施設・特別支援学校等関係者との  

交流等を通じた意識改革を図り、地域の関係者が一体となった障害者雇用の取組の推進  

を図る。  

Ⅳ 障害の特性に応じた支援策の充実一強化  

1 精神障害者の特性に応じた支援策の充実・強化（「精神障害者ステップアップ雇   

用奨励金（仮称）」の創設等）（新規）  

［予定額 290（0）百万円］   

精神障害者の障害特性を踏まえ、一定程度の期間をかけて段階的に就業時間を延長し  

ながら常用雇用を目指すことができる制度（「精神障害者ステップアップ雇用奨励金（仮  

称）」）を創設するとともに、「精神障害者就職サポーター（仮称）」を配置し、ハロ  

ーワークにおける精神障害者のカウンセリング機能を強化することにより、精神障害者  

の雇用促進のための包括的な支援を実施する。  

2 医療機関等との連携による精神障害者の就労支援の推進  

［予定額 45（47）百万円］  

医療機関等を利用している精神障害者を対象に、就職活動のノウハウ等を付与するジ  
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ヨブガイダンスを、ハロー ワークが実施するとともに、医療から雇用への移行を促す就  

労支援モデルを構築する。  

3 若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラムの推進  

［予定額 85（89）百万円］   

ハロー ワークにおいて、発達障害等の要因によりコミュニケーション能力に困難を抱  

えている求職者について、その希望や特性に応じた専門支援機関に誘導するとともに、  

障害者向け専門支援を希望しない者については、きめ細かな就職支援を実施する。   

また、専門支援機関である地域障害者職業センター及び発達障害者支援センターにお  

いて、発達障害者に対する専門的な就労支援を効果的に実施する。  

4 発達障害者の就労支援者育成事業の推進  

［予定額12（13）百万円］   

発達障害者支援センターにおいて、医療、保健、福祉、教育等関係機関の発達障害者  

支援関係者に対する就労支援ノウハウの付与のための講習等を実施するとともに、発達  

障害者と支援者による体験交流会を開催する。  

Ⅴ 障害者に対する職業能力開発の推進  

1 民間を活用した機動的かつ実践的な職業訓練の推進  

［予定額1，800（1，487）百万円］   

障害者の態様に応じた多様な委託訓練の拡充により職業訓練機会の充実を図るととも  

に、特別支援学校と連携したより早い段階からの職業能力開発を行い、一般就労に向け  

た切れ目のない支援を実施する。  

（対象者数 6，600人 → 8，150人）  

2 政令指定都市における職業能力開発推進基盤の強化  

［予定額 217（55）百万円］   

教育、福祉の実施主体である政令指定都市において、特別支援学校の生徒及び就労移  

行支援事業利用者等の態様やニーズを踏まえた職業訓練をより一層推進する第2期障害  

者職業能力開発プロモート事業を実施する。  

（実施箇所数 6か所 → 17か所）  
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3 一般校を含めた公共職業能力開発施設における障害者職業訓練の推進  

［予定額 4，023（4，287）  百万円］   

障害者職業能力開発校において、職業訓練上特別な支援を要する障害者に重点を置い  

た支援を実施するとともに、一般の職業能力開発校において知的障害者等を対象とした  

訓練コースの設置を促進し、身近な地域での職業訓練機会を拡充する。  

4 発達障害者に対する職業訓練の推進  

［予定額  106（53）百万円］   

一般の職業能力開発校における発達障害者対象の職業訓練コースを拡充するとともに、  

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の運営する障害者職業能力開発校において、発  

達障害者の職業訓棟を本格実施する。  

（実施箇所数 3か所 → 8か所）  
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障害者雇用への取り組み   



平成19年12月26日課長会議資料  

知的障害者雇用への取り組み  
～山陰合同銀行の例～  

http：／／www．gogIn．CO．jp／  

http：〟www．gogln．CO．jp／about／press2007／topiO7－035．htmJ  
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1．山陰合同銀行プロフィール  
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ごうぎんチャレンジドまつえ～鰍lら願夏での居邸～  

STEPl構想段階 髄多摩摘、声あ好む  

〃ノ 物の超窟をぽら唱   
○島根県健康福祉部に対し構想を説明し、全面的な協力を得た。   
○商工労働部も交え、詳細なミーティングを定期的に開催し、準備を進  ＼くうえでのポイント、  

「誰に、どのようなことを相談すればよいか？」などアド／〈イスを受ける。   

招り 傾柳の知慮をぼ摘   

○授産施設、養護学校、障がい者就業・生活支援センターなど多くの福祉関係者を訪問。   
○施設のレイアウト、障がいの内容や度合いに応じた机の配置場所、トイレに至るまでのハード面、   

運営上の留意点、コンティンジェンシ叫プランなどのソフト面でのアド／くイスを受ける。  

（笠ノ 像の芦安断   
○障がいのある子どもの親が活動するサークルを訪問し、子育てや生活の悩み、子どもの将来に   
対する親の思いなど直接対話した。   

○親の思いを伺うなかで、障がい者が「自立」をしていいくための仕組みづくりや地域全体での   
サポートの重要性を再認識。  

何ノ 働の声音厨r   
O事業所設置場所の自治会に対し、計4回の地元説明会を開催。   
○当行の構想について説明するとともに、運営面や施設整備面などに関する地元からの要望事項を   

伺った。  

○事業所と地域のコミュニケーションの場を設けて欲しいなど、地元の全面的な理解と協力を  得た。   
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STEP2 骨子を固める  髄あ労ヲリ  

〃ノ鹿屋の才磨を紳ばす  
○職業を通じて、障がい者の才能を伸ばすことができる業務内容を検討。  
○間伐材を加エした通帳ケースや無地のエコバック（お客様向けの当行PR品）に絵を描く業務を  

主要業務とした。  
○絵の才能を伸ばすため、「キミ子方式」の絵の先生を講師として招碑することとした。  

依願叱l者が卓丘す岳ため  
能力を引き出す絵画   

の技法の一つ  
○勤務時間：6時間  

○健康保険、厚生年金、雇用保険等加入  
○月収：8万円程度  

⇒障害基礎年金と合わせ14万円程度の月収  

（参考）  

※障害基礎年金：1級82千円／月、2級66千円／月  

招ノ 営麒Lて「のぞデルゴぐダ  
○事業にかかる経責（人件費や間伐材、絵の具等の原材料費など）は、他の経費を削減すること  

で、  

当行全体の経費増加とならないモデル。  
○年間29百万円程度要する経費は、既存のPR品を廃止したり、既に他へ委託している業務を  
当事業所に委託替えすることで吸収した。  
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〃ノ 捌の彪厨  

○採用方法や雇用前の各種支援制度の利用などについて、以下の関係機関と  
定期的にミーティングを実施。  

島根県健康福祉部t商工労働部、松江市健康福祉部、  
島根労働局、ハローワーク、障害者職業センター、  
障害者就業・生活支援センター  

○松江市近郊の9つの福祉施設に対し、事業概要や当行の求める人材のイメージ   

を  

説明し、応募を呼びかけ。最終的に12名の応募。  

（2ノ 炭労移行支潜幸業によ高腰脚   

○応募者12名のうち、面接を通過した6名が、就労移行支援事業者の全面協力を得て  
職場実習を受け、最終的に6名全員を採用。  

STEP4 開設  
○当初6名からスタート。12月に4名雇用し現在10名。  
○来夏を目途に順次雇用人数を増やし、最終20名程度まで雇用拡大  
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作成した伝票1名刺   
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・職員の作品とPR品  
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平成19年12月26日課長会議資料  

指定管理者制度による  

地域振興型就労支援の取り組み  

～NPOハートinハートなんぐん市場～  

http：／／www．town．ainan．ehimejp／  

http：／／www．nangun．org／index．htmI  
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ネットワークの特徴：フォーマルインフ汁マル重層的なネットワーク  

・精神障害者を支援するネットワークから障害の有無にかかわらず共に街づくりを   
行うネットワークヘ  

・ふつうの住民の主導、参画   

－～南宇和福祉リサイクル活動（多職種、多企業）  
・専門職の一地域住民としての参画  

・多様な組織（官～官民一体～民）と組織同士の緩やかなネットワ1ク、分野をこえ   
て  

・強い顔の見えるつながり～2代3代に  

・他地域の仲間とのネットワーク  

雇用の場づくりの経過福祉が、地域の課題に取り組む（地域貢献する）チャンス  
ネットワークの積み重ね～障害のあるなしに関わらず共に～特に“ふつうの住  
民”が主役  

H8～楽しみながら、仕事づくりを試行錯誤  

H17年12月小さな雇用の場の立ち上げ（観葉植物レンタル中心）→NPO法人  
を設立  

H18年5月厚生労働省のモデル事業を契機として、指定管理者制度、自立支援  
法を活用し、24名（あらたには15名）雇用の場を創出  
一障害者11名（精神6名、知的4名、身体1名）  
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御蔵崇支窟1ご  
遜めた居い  

●障害者、障害者福祉、地域  
福祉の地域の中での位置づけ  

●障害者、障害者福祉、地域  
福祉が一番魅力的で、無くて  
はならないものに…  

●地域福祉から地域振興へ   

＞森林ボランティアなど環   

境保全活動   

＞文化を根付かせる活動  
＞経済効果を地域に  

5つの視点  
平成18年度 厚生労働省 障害者自立支援調査研究プロジェクト  
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指定管理者制度による観光温泉施設の運営・経営実践  

・申請～受託、許認可関係について  
・運営t経営の実践報告  

一顧客サービスの向上と広告・営業  

・レストラン遊花亭、かけ流し温泉、宿泊、キャンプ場  
・海遊船 なんぐん丸  

・イベント（コンサート、寄席、子供、体験型etc）  

・広告・営業の実践とこれから～マスコミ、地元タレントとの協働  
一 財務  

・当該施設前年度の経営状況  

・委託金と自立支援法、モデル事業の活用  
・ここまで（4月～11月）の収支 課題と今後   

一 組織づくり～業務プロセス  

・組織図～理事会とモデル事業による体制強化、職員配置と管理  
一 人づくり  

・研修、コンサルタントの活用  
・ミーティング、理事会  
・課題と今後～就労支援含め．．．  

一 地域協働・共栄の視点  

・山出地区との協働の為に～説明会、雇用、協働によるイベント、食材～  
・地域住民との協働の為に～地域貢献の実践  

・行政との協働の為に  

ー15－   



愛媛新聞 2007．10．8   



平成19年4月～11月売上  

これまでの実践から  

～全体まとめ  

指定管理者制度活用のメリットを再  

確認  

一適切な支援制度があれば全国   

で展開可能  

地域■行政との連携協働が不可欠  

一医療福祉の地域・行政との連携   

のきっかけにもなりうる。実践か   

らネットワークは飛躍的に拡大。  

経営の課題は更に整理が必要  

一 白紙からの経営ではない厳しさ、   

経営改革  

一場合によっては民間企業を越え   

る総合的な経営力を求められ   

る！？。   

よ平現地  
，000，000  

．000，000  

．000，000  

000，000  

000，000  

ぎ  

000，000  

き     芸  
0  

】  

～11月前年度比  
150％  

平成18年 2016万  
平成19年 3042万  
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これまでの実践から～今後の方針  

地域と共に、障害の有無に関わらず   
一制度のみに左右されない地域福祉のしくみへ   

一地域福祉を担う人材の定着、育成の場へ   

一子供から高齢者まで 健全育成、健康づくりの場へ  
・「進める会」南宇和福祉リサイクル活動の更なる拡大   

一地域へ文化の発信の場へ、また、地域の伝統文化を守る一翼を担う。  

・愛南町の交流人口の増、地域への経済効果の波及を目指   
して   

－さまざまなキーワードでのニューツーリズム など  

・農、食、川、海、福祉、指定管理、街おこしなど  
・「人」というキーワード～なんぐんコンシェルジュ計画   

一環境事業、農業など～将来のビジネスの準備  
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就労サポートセンターーミラソ他藩御腰雪 移行支援実績，平成19年11月22日現在  

I 

l南城市 l  ん【占Jll ：方日日′リ   ．t＝ヒ ′」ヽ冗   4月 l  10日間 0日   島尻養護学校   

南城市   知的   小売   4月   10日間   0日   島尻養護学校   

那覇市   知的   ホテル   5月   6カ月間   3カ月間（就労移行）   群星   

那覇市   知的   製造   4月   4カ月間   0日（B型申請中）   上地クリニック   

那覇市   精神   介護   5月   5カ月間   5カ月間（B型）   久恒クリニック   

浦添市   身体   保険   5月   4カ月間   4カ月間（就労移行）   公明党議員   

那覇市   精神   製造   5月   24日間   0日（就労移行申請中）   エンジョイ   

那覇市   知的   スーパー   4月   24日間   0日   
大平養護学校   

糸満市   精神   介護   5月   5カ月間   3カ月間（B型）   同胞の紹介   

那覇市   知的   食品製造   6月   8カ月間   6カ月間（B型）   那覇職安   

中城村   精神   書籍卸   6月   12カ月間  B型2カ月半／自立訓練5カ月間  サマリヤ病院   

那覇市   精神   百貨店   7月   1．5カ月   0日   友人の紹介   

那覇市   知的   パン屋   7月   1．5カ月   0日   エンジョイ   

宜野湾市   知的   食品加工   7月   3．5カ月   3カ月間（就労移行）   大平養護学校   

浦添市   精神   食品加工   7月   1．5カ月   0日   新垣病院   

石垣市   知的   スーパー   7月   6カ月   委託訓練3カ月／就労移行3カ月  群星   

那覇市   知的   介護   8月   7カ月間   7カ月間（B型）   群星／天久台病院   

那覇市   知的   食品加工   8月   5カ月間   5カ月間（就労移行）   島尻養護学校   
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現在は精神障害者適所授産施  

設で街の中のイタリアンレストラ  

ンを営業しています。山口県免  
許センター指定管理を受け、10  

月1日オープンしました。  
来年4月から就労継続Aで雇用  

を目指しています。  

山口県  

旨定管理の事例  

ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼
 
 

－
、
 
 

○
 
 

職員利用者配置  
職員…・－1名～2名  

非常勤＝・1名  

メンバー■■・3名今後増員予定  

営業時間は現在2時程度  
11：00～13：00  
レストラン利用者  

70人～100人  
客単価525円程度  
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岡山市内就労支援の現場訪問記【知的障害■精神障害者の雇用】  

シロクリーニングでは、障害者雇用に取組一人二人と雇用する内に、  

けれど雇うには厳しいたくさんの障害者の方の作業所をNPOで開設  
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＝ 

・・  

職業安定局高齢・障害者雇用対策部  

障 害 者 雇 用 対 策 課  

課   
長  

調査官  

課長補佐  

話  

夜間直通  

吉 永 和 生  

浜 島 秀 夫  

手 倉 森 一 郎  

03－5253－1111（5855）  

03－3595－1173  

労働政策審議会意見書  

今後の障害者雇用施策の充実強化について   

一障害者の雇用機会の拡大に向けて－   

労働改策審議会（会長‥菅野和夫明治大学法科大学院教授）は、本日、別添  

のとおり、厚生労働大臣に対し、今後の障害者雇用施策の充実強化について意見  

書の提出を行った。   

厚生労働省としては、この意見書の趣旨に沿い、次期通常国会への法案提出に  

向け、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定である。  

目 次  

別 添：労働政策審議会意見書… … … … …・ 1  

参考1：労働政策審議会意見書の概要… … … … 12  

参考2：労働政策審議会障害者雇用分科会委員等名簿… ‥ 14  

参考3：障害者雇用分科会の開催実債… … … … 15  

参考4：参考資料… … … … … … … 16   



別 添  

労審発第4 8 9号  

平成19年12月19日  

厚生労働大臣 舛添 要一 殿  

労働政策審議会  

会長・菅野 和夫  

今後の障害者雇用施策の充実強化について   

一障害者の雇用機会の拡大に向けて－  

（意見書）   

当審議会は、今後の障害者雇用施策の充実強化について、本年8月から障害  

者雇用分科会において鋭意検討を行ってきたが、今般、別添のとおり分科会意  

見書が取りまとめられた。   

今後、この分科会意見書の趣旨に沿い、障害者の雇用機会の拡大に向けて障  

害者雇用施策の充実強化を図ることが必要であると考えるので、この意見書を  

提出する。  
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今後の障害者雇用施策の充実強化について   

一障害者の雇用機会の拡大に向けて－  

（意見書）   

当分科会は、今後の障害者雇用施策の充実強化について検討を重ねた結果、  

別紙の通りその結論を得たので報告する。  

平成19年12月19日  

労働政策審議会  

障害者雇用分科会  

会長 今野 浩一郎  

労働政策審議会   

会長 菅野 和夫 殿  
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別 紙  

今後の障害者雇用施策の充実強化について   

一障害者の雇用機会の拡大に向けて－  

目  次  

1 多様な雇用形態に対応した障害者雇用の促進  

（：1）短時間労働への対応  

（2）派遣労働への対応  

2 中小企業における障害者雇用の促進  

（1）雇用支援策の充実強化  

（2）事業協同組合等を活用した障害者雇用に対する障害者雇用率制度の適用  

（3）障害者雇用納付金制度の適用による経済的負担の調整   

3 福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進  

（1）地域の就労支援のネットワークの構築  

（2）地域の就労支援機関の役割と今後の在り方  

（3）就労支援を担う人材の育成t確保の在り方  

4 その他の諸課題  

（1）企業グループにおける障害者雇用の促進等  

（2）障害者雇用に関する助成金の見直し  

（3）除外率の引下げによる障害者雇用の促進  

（4）障害者雇用率等の見直し  

（5）精神障害者等に対する雇用支援  

（6）障害者権利条約の締結に向けた検討  
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今後の障害者雇用施策の充実強化について  

一 障害者の雇用機会の拡大に向けて －   

近年、障害者の就労意欲が高まるとともに、企業側でも、CSR（企業の社会的責任）  

への関心の高まりなどを背景とし、積極的に障害者雇用に取り組む企業が増加するなど  

障害者雇用は着実に進展している。一方で、企業全体では未だに法定雇用率に達してお  

らず、働くことを希望しながら就職が実現していない障害者も依然として数多く存在し  

ている状況にある。   

また、障害者自立支援法の下、障害者がその能力や適性に応じて自立した日常生活や  

社会生活を営むことができるよう支援が行われるとともに、特別支援教育により、障害  

のある生徒等の自立や社会参加に向けた主体的な取組への支援も行われているところで  

あり、福祉、教育の分野におけるこうした動向を踏まえ、障害者の希望や能力に応じて  

雇用に結び付けていく必要性が高まっている。   

こうした中、政府全体としても、障害者雇用に係る取組の充実が図られているところ  

であり、最近の各種の施策の取りまとめにおいても、障害者雇用に係る取組が重要な位  

置付けとして盛り込まれているところである。   

さらに、昨年12月に国連総会において障害者権利条約が採択されるなど、雇用の分  

野も含めた障害者の権利に関する国際的な関心も高まっているところである。   

このような状況を踏まえながら、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生  

社会の理念の下、障害者本人の希望に応じつつ、企業における取組をさらに進め、障害  

者の雇用機会を拡大していくため、様々な課題に対応した障害者雇用施策の充実強化を  

図ることが必要である。  

1 多様な雇用形態に対応した障害者雇用の促進   

近年、短時間労働、派遣労働等雇用形態が多様化しており、障害者のニーズを踏ま   

えつつ、働き方の選択妓を拡大しながら、障害者雇用を進めるため、以下のとおり措   

置することが必要である。  

（1）短時間労働への対応  

短時間労働については、障害者のニーズが相当程度あり、また、今後障害者の希   

望や適性に応じて福祉的就労から一般雇用への移行を進めていく中で、短時間労働   

は、段階的な就業形態として両者をつなぐ道筋にもなり得ると考えられる。さらに、   

高齢となった障害者等については、これまでどおりフルタイムで働くことが困難に   

なった場合であっても、短時間労働であれば就業可能なものもいると考えられる。  

このため、短時間労働（適所定労働時間20時間以上30時間未満の労働。以下   

同じ。）については、障害者のニーズ等を踏まえ、雇用義務の対象とする（雇用義務   

の基礎となる労働者数に短時間労働者を加え、雇用している障害者数に短時間労働  
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の障害者を加える）ことが適当である。  

この場合、現行の短時間労働の重度身体障害者及び重度知的障害者、精神障害者   

の特例や、短時間労働への安易な代替の防止等についても考慮しつつ、短時間労働   

者、短時間労働の重度以外の身体障害者及び知的障害者について、障害者雇用率及   

び実雇用率の算定に当たってそれぞれ0，5カウントとすることが適当である。  

また、短時間労働を障害者の雇用義務の対象とするに当たっては、短時間労働者   

の多い企業への影響等を考慮しながら、各企業の円滑な準備・取組を促すため、一   

定の準備期間を設けることとし、その期間は、短時間労働を障害者の雇用義務の対   

象とした場合の影響や、障害者雇用率の見直しの在り方（下記4（4））等を考慮し   

つつ、定めることが適当である。  

さらに、短時間労働者を雇用義務の対象とする場合、障害者雇用における短時間   

労働に対する障害者雇用率制度の適用について、 改めて、企業、障害者団体等を始   

め、関係者に広く周知するとともに、適所定労働時間が30時間以上で働くことが   

できる、あるいは、働くことを希望する障害者が、その希望や適性に応じた働き方   

ができるようにしていくことや、適所定労働時間が30時間以上の労働から短時間   

労働に代替されることのないようにすることについても留意する必要がある。   

（2）派遣労働への対応  

派遣労働については、現在、派遣労働者として働く障害者は少数であるが、派遣   

労働で働くことを希望する障害者もいることから、働き方の選択肢の一つとして、   

適切に派遣労働により働くことができるようにすることが必要である。  

このため、障害者の場合、職場定着に相当の配慮や時間を要することがあること   

も踏まえつつ、障害者が派遣労働という形で安心して働き、能力を発揮することが   

できるようにするため、障害者の派遣労働に関して、派遣元事業主と派遣先の双方   

がともに配慮すべき事項、あるいは、いずれかが配慮すべき事項について、明確化   

することが適当である。  

また、紹介予定派遣については、障害者本人及び派遣先の企業双方が就労の可能   

性について見極めた上で、派遣先における直接雇用に移行する可能性のあるもので   

あり、これが活用されることにより、障害者雇用が進むことが期待される。  

なお、障害のある派遣労働者が働くためには、派遣先が受け入れることが必要で   

あり、派遣先に一定のインセンティブを与えることも考えられるが、現時点では、   

派遣労働に対する障害者の理解やニーズの動向を慎重に見極める必要がある。  

2 中小企業における障害者雇用の促進   

我が国において中′ト企業は雇用の大きな受け皿であり、障害者雇用についても、身   

近な地域で自立した生活を求める障害者に対し、雇用の場を提供することができる重   

要な担い手である。   

一方、障害者雇用率制度発足以来、全体として障害者雇用が進展している中、ここ  

十数年、中小企業における障害者の雇用状況は低下傾向、あるいは、低い水準にある  
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など、雇用の場を十分に提供することができていない状況にある。   

このため、中小企業における障害者雇用が進むよう、以下のとおり、措置を講ずる  

ことが必要である。  

（1）雇用支援策の充実強化  

中小企業における障害者雇用に関する課題に対応するため、障害者を雇用する前   

提となる理解促進、実際に雇用する場面でのマッチングに関する支援、また、雇用   

後の職場定着に関する支援等、中小企業における障害者雇用に係る各場面に応じて、   

障害者雇用の経験のない中小企業等においても積極的に障害者雇用を進めるための   

支援策を充実させる必要がある。  

このため、中小企業における障害者雇用についての理解促進のため、中′j、企業経   

営者の理解を進めるため直接の働きかけを強化するとともに、中小企業団体等の自   

主的な取組、地域の関係機関との交流等を通じて、障害者雇用の経験が乏しい中小   

企業に対する周知啓発等を進めていくことが適当である。  

また、マッチングに関する支援としては、ハローワークによるチーム支援、トラ   

イアル雇用等の充実強化のほか、障害者の採用や定着に関する情報やノウハウの提   

供、中′ト企業、障害者それぞれの自己評価に資するチェックシートの作成、助成制   

度の中小企業により重点を置いた実施等、障害者雇用に関する不安の解消、障害者   

を受け入れやすい環境の整備のための支援を充実することが適当である。  

さらに、障害者を雇用している中′ト企業に対しては、職場定着等に関する雇用管   

理についての情報、ノウハウの提供等を行うとともに、離職防止等のため障害者の   

雇用管理について相談することができるよう、障害者就業・生活支援センター事業、   
ジョブコ ーチ支援等について、充実することが適当である。   

（2）事業協同組合等を活用した障害者雇用に対する障害者雇用率制度の適用  

個々の中小企業が職務の分析・再整理を通じて仕事を切り出し、障害者の雇用機   

会を拡大することのほか、複数の中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障害   

者の雇用機会を拡大することも、中小企業における雇用促進のために有効であると   

考えられる。また、これは、各地域それぞれの産業の特色をいかしながら、障害者   

にとって身近な地域において、中小企業が障害者の雇用の場を提供することにもつ   

ながると考えられる。  

このため、中小企業が、事業協同組合等を活用して共同して事業を行い、当該事   

業協同組合等において障害者を雇用する場合に、障害者雇用率制度を適用する仕組   

みを創設することが適当である。また、具体的な制度設計に当たっては、実態上生   

じ得る課題を把握、整理することが必要である。  

さらに、中小企業が導入しやすいその他の制度についても、幅広く検討すること   

とが望まれる。   

（3）障害者雇用納付金制度の適用による経済的負担の調整  

障害者雇用に伴う経済的負担の調整である障害者雇用納付金制度については、創  
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設以来約30■年にわたって企業規模300人以下の中小企業に対する適用（障害者  

雇用納付金（以下「納付金」という。）の徴収及び障害者雇用調整金（以下「調整金」  

という。）の支給）を猶予してきた。しかし、本来中小企業も適用対象となるもので  

あること、近年の中小企業における障害者雇用の状況、積極的に障害者の雇用に取  

り組んでいる企業も多い中で障害者の雇用が進んでいない企業との間での経済的不  

均衡があること、地域間・企業規模問等で業況における格差が拡大していること、  

そのため障害者雇用をめぐる環境も異なること、中′ト企業が厳しい経営環境におか  

れていること等に配慮しつつ、中小企業に対する適用の在り方について見直す必要  

がある。   

このため、一定の範囲の中小企業（企業規模101人以上）に対し、障害者雇用  
納付金制度を適用し、経済的負担の調整を行うことが適当である。   

この場合、中′ト企業の中セの企業規模別の障害者の雇用状況や経済的負担能力等  

を考慮し、一定範囲の中小企業のうち、当初は、比較的規模の大きい中小企業（企  

業規模201人以上）から、障害者雇用納付金制度の適用対象とすることが適当で  

ある。   

また、中小企業を取り巻く厳しい経営環境や、中小企業の負担能力等に配慮する  

ことが適当であることから、中小企業において円滑に障害者雇用が進むために十分  

な期間、納付金の額を減額するとともに、併せて、調整金の額を減額することとす  

る。   

さらに、中小企業における障害者の雇用がより効果的に進むよう、障害者雇用納  

付金制度の適用と中小企業に対する各種支援策の充実強化とを並行的に実施するこ  

とが適当である。  

3 福祉、教育等との連携による 

（1）地域の就労支援のネットワークの構築  

福祉・教育から雇用への移行を一層促進するためには、障害者の希望や適性に応  
じた就職を実現し、働く障害者を支えることが重要である。障害者のライフステー   

ジやニーズに応じて、長期的な支援を総合的に行うために、雇用、福祉、教育、医   

療等の各分野の関係機関が連携及び役割分担をしながら、地域ごとに就労支援のネ  

ッ、トワークを構築することが適当である。  

ネットワ・－クの構築に当たっては、障害者の多様なニーズに的確に対応するため   

に、就労支援に必要な機関がお互いの役割を明確にし、参画するとともに、就労に   

向けた意識や目標、情報についての共有化を図ることが適当である。  

また、こうしたネットワークによる就労支援が地域に根ざすようになるためには、   

ネットワークを構成する機関の担当者が、地域に定着して活動できるように配慮す   

ることが重要である。  

さらに、障害者の雇用を促進するためには、障害者本人、保護者、企業等の幅広   

い層に対して、障害者の職業的自立や一般就労、中途障害等に関して広く理解促進   

を図ることが重要である。  
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（2）地域の就労支援機関の役割と今後の在り方  

主な各機関ごとの役割と今後の在り方については、以下のとおりである。   

ア 第一線の労働行政機関であるハローワークは、障害者に対する職業紹介及び企  

業に対する指導を一層強化する必要がある。また、ハローワークが中心となって  

関係機関と連携して支援を行う「チーム支援」を着実に実施するとともに、職場  

実習、トライアル雇用等の支援策の充実・活用により、障害者と企業のマッチン  

グを効果的に行っていく必要がある。さらに、ハローワークは就労支援の中でも  

特に重要なマッチングを担う機関であることから、地域のネットワークの構築に  

中核的な役割を果たすとともに、関係機関と連携して支援を行うために、支援機  

関等に対するコーディネ｝トカを高めることが適当である。   

イ 障害者就業・生活支援センターは、福祉から雇用への円滑な移行を促進するとと  

もに、障害者の身近な地域で職業生活の継続を支えるための支援を生活面も含め  

て行う機関としての重要な機能を担っている。しかしながら、現在の設置状況は、  

全障害保健福祉圏域のうち3分の1程度の圏域にとどまっており、今後、計画的  

かつ早急な設置が必要である。また、地域のネットワークの中で、地域の障害者  

を広く対象とし、就職準備から職場定着に至るまで必要な支援を生活面も含めて  
幅広く行うことから、専門性の確保、実施体制の充実・強化を図ることが適当で  

ある。   

ウ 地域障害者職業センターは、各都道府県における中核的な職業リハビリテーシ  

ョン機関として設置され、障害者職業総合センターを中心に全国ネットワークを  

形成し、豊富な支援実績に基づくノウハウを蓄積している。地域のネットワーク  

を形成する支援機関において、質の高い就労支援が提供されるようにするために  

は、地域障害者職業センターの専門性とノウハウをいかして、今後は、①地域に  

おいて就労支援を担う専門的人材の育成、②地域の就労支援機関に対する助言・  

援助の業務を本格的に実施し、地域の就労支援力の向上を図ることが適当である。  

また、地域障害者職業センターは、就職等の困難性の高い障害者（精神障害者、  

発達障害者、難病者等）に対する専門的支援を積極的に実施することが適当であ  

る。   

エ なお、障害者雇用支援センターは、障害者自立支援法の施行に伴い、目的・機  

能が類似している就労移行支援事業が創設されたことから、地域の実情を踏まえ  

つつ、就労移行支援事業に移行し、これまで先駆的に蓄積してきた訓練ノウハウ  

や地域において果たしてきた機能を継承することが適当である。  

（3）就労支援を担う人材の育成・確保の在り方  

就労支援の強化が求められる中で、支援の担い手の育成と専門性の確保が追いつ   

いていないことから、人材育成を図ることが必要である。人材育成に当たっては、   

専門的支援を行うジョブコーチを含め、就労支援を担う人材に必要なスキル・能力   

をレベルごとに明確化するとともに、育成方法や能力評価の仕組み等について幅広   

い見地から検討することが適当である。  
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また、こうした育成の機会は全国各地で求められていることから、就労支援のノ  

ウハウや研修の実績を有する機関等が率先して専門的な人材の育成に取り組むこと  

が適当である。   

さらに、就労支援を担う人材については、就労支援機関における人材の安定的な  

確保や専門性の向上を図ることが重要であることから、その処遇やキャリア形成に  

ついて十分に配慮することが必要である。   

なお、福祉系の大学の課程や、社会福祉士等の専門資格取得に必要なカリキュラ  

ムにおいて職業リハビリテーションが盛り込まれることも重要である。  

4 その他の諸課題  

（1）企業グループにおける障害者雇用の促進等  

障害者雇用率制度においては、個々の事業主ごとに雇用義務が課されているが、   

現行法上、障害者の雇用に特別の配慮をした特例子会社が設けられている場合に、   

①親会社及び特例子会社、②親会社、特例子会社及び特例子会社以外の子会社（関   

係会社）をまとめて実雇用率を算定する特例が認められている。  

一方、企業グループの中には、障害者が就労しやすい業務を行う子会社もそうで   

ない子会社も様々存在し、子会社の業務内容に応じて雇用し、グループ全体で障害   

者雇用を促進することが期待できる場合がある。  

このような場合には、特例子会社がない場合でも、企業グループ全体として実雇   

用率を算定することができる特例を設けることが適当である。その際、現行の特例  

と同様、障害者に対する適正な雇用管理が図られるよう、要件を定めることが必要  

である。  

なお、現行の②の特例に関し、現行制度では親会社文は特例子会社のいずれかに   

支給することとされている調整金及び報奨金について、関係会社も相当程度障害者   

雇用に寄与している場合もあることから、適正かつ合理的な支給事務の確保を図り   

つつ、親会社、特例子会社又は関係会社のいずれか、又はこれらに対して分割して   

支給できるようにすることが適当である（企業グループに対する新たな特例を設け   

た場合には、同様に適用することが考えられる。）。  

（2）障害者雇用に関する助成金の見直し  

障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、障害者雇用に伴う経済的な負担の調整   

の基本的な仕組みである納付金の徴収及び調整金の支給に加え、障害者雇用に伴い   

作業施設・設備の設置、支援を行う者の配置等に一時的に多額の費用がかかる場合   

に支援を行うものであり、障害者雇用の進展の状況、今後の障害者雇用対策の方向   

等を踏まえっつ、適宜、見直しを行うべきものである。  

このため、中小企業により重点を置いた実施、物的支援から人的支援への重点化   

を図るとともに、助成金制度全体において支給期間、上限額及び対象となる障害者   

数等の適正化等を図ることが適当である。  

一方、個々の助成金の見直しに当たっては、それぞれの趣旨を踏まえつつ、各種  
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支援機関の整備状況、対象となる障害者の障害の種類・程度、事業主の雇用管理の  

状況等について考慮しつつ、上記のような重点化等を図りつつ、できる限り幅広い  

事業主が支給対象となり、かつ、きめ細かい対応が継続的にできるよう見直すこと  
が適当である。   

なお、今後は、PDCAサイクルによる目標管理の手法等も活用しながら、助成  
金の見直しを行うことを検討することが適当である。  

（3）除外率の引下げによる障害者雇用の促進  

除外率制度については、ノーマライゼーションの理念の下、平成14年の障害者   

雇用促進法の改正により廃止されたが、同法の附則において経過措置として定めら   

れ、除外率設定業種における障害者雇用の状況等を考慮しつつ、段階的に縮小する   

こととされている。  

したがって、 このような法律の規定等に沿って、段階的に引き下げ、廃止を目指   

すという基本的方向に基づき、今回、一定の引下げを行うことが適当である。  

また、この際、社会連帯責任の理念の下．、前回（平成16年）は一律10％ポイ   

ント引き下げたことを参考にしつつ、具体的な引下げの方法について、検討するこ   

とが適当である。   

（4）障害者雇用率等の見直し  

障害者雇用率については、障害者雇用促進法に基づき、少なくとも5年以内に、   
労働者の総数に対する障害者である労働者の総数の割合を基準として設定すること   

とされている。  

今回の障害者雇用率の見直しについては、今後、短時間労働の雇用義務化（上記   

1（1））や除外率の引下げ（上記4（3））といった制度改正が実施されることを   

前提とすれば、これらによる障害者雇用率への影響も考慮した上で設定することと   

し、現行のとおりとすることが適当である。  

また、障害者雇用納付金制度における調整金の額、納付金の額及び報奨金の額に   

ついても、現行のとおりとすることが適当である。  

（5）精神障害者等に対する雇用支援   

ア 精神障害者については、平成18年4月より、障害者雇用率制度において実雇  

用率の算定に当たってカウントすることができることとなったが、現時点では、  

企業における精神障害者の雇用はそれほど進んでいない状況にある。  

このため、精神障害者の雇用義務化の環境が早急に整うよう、精神障害者の特  

性を 

ある。   

イ 発達障害については、現在の発達障害者の就労支援のための施策を推進しつつ、  

今後、発達障害者支援法（平成17年4月施行）について、施行後3年経過後の  

検討が行われる際、併せて、就労支援についても検討を行うことが適当である。   

ウ 難病のある者については、当面、在職中発症した者について、雇用継続、職場  
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復帰等を図るため、雇用管理等について企業における理解を深めるとともに、今  

後、就職支援の在り方について検討していくことが適当である。   

エ 視覚障害者等の中途障害者については、就労支援機関等との連携に加え、必要  

に応じ、医療関係者等との連携も図りながら、視覚障害者に対するロービジョン  

ケアなども含め、継続雇用支援を行うことが適当である。   

・（6）障害者権利条約の締結に向けた検討  

本年9月28日に、「障害者の権利に関する条約j について我が国は署名したとこ   

ろであり、今後、条約の締結に向けて、国内法制の整備等が求められている。  

この条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国   

際条約であり、障害者の自立、非差別、社会への参加等の一般原則のほか、教育、   

労働等様々な分野において、障害者の権利を保護・促進する規定を設けている。  

雇用・労働分野については、公共・民間部門での障害者雇用の促進等のほか、   

① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の  

継続、昇進並びに安全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の禁止、   

② 職場において合理的配慮が提供されることの確保   

等のための適当な措置をとることにより障害者の権利の実現を保障・促進すること   

とされている。  

これらについて、障害者雇用促進法制においてどのような措置を講ずべきかにつ   

いては、特に、②の職場における合理的配慮の提供というこれまで我が国にはない   

概念が盛り込まれており、十分な議論が必要であることから、労使、障害者団体等   

を含めて、考え方の整理を早急に開始し、必要な環境整備などを因っていくことが   

適当である。 
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参考1  

労働政策審議会意見書の概要  

1 多様な雇用形態に対応した障害者雇用の促進  

（1）短時間労働への対応  

短時間労働（週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働）については、障   

害者のニーズ等を踏まえ、雇用義務の対象とすることが適当  

この場合、短時間労働者、短時間労働の重度以外の障害者について、障害者雇用   

率及び実雇用率の算定に当たってそれぞれ0．5カウントとすることが適当  

また、一・定の準備期間を設けることが適当  

（2）派遣労働への対応  

障害者の派遣労働に関して、派遣元事業主と派遣先の双方がともに配慮すべき事   

項、あるいは、 いずれかが配慮すべき事項について、 明確化することが適当  

2 中小企業における障害者雇用の促進  

（1）雇用支援策の充実強化  

障害者雇用についての理解促進のため、障害者雇用の経験が乏しい中′ト企業に対   

する周知啓発等を進めていくこと、助成制度の中小企業により重点を置いた実施等   

障害者を受け入れやすい環境の整備のための支援を充実すること、障害者就業・生   

活支援センター事業、ジョブコーチ支援等を充実すること等が適当  

（2）事業協同組合等を活用した障害者雇用に対する障害者雇用率制度の適用  

中小企業が、事業協同組合等を活用して共同して事業を行い、当該事業協同組合   

等において障害者を雇用する場合に、障害者雇用率制度を適用する仕組みを創設す   

ることが適当  

（3）障害者雇用納付金制度の適用による経済的負担の調整  

障害者雇用納付金制度については、本来中小企業も適用対象となるものであるこ  

と、近年の中小企業における障害者雇用の状況等に配慮しつつ、一定の範囲の中小   

企業（企業規模101人以上）に対し適用し、経済的負担の調整を行うことが適当  

この場合、一定範囲の中小企業のうち、当初は、比較的規模の大きい中小企業（企   

業規模201人以上）から、適用対象とすることが適当  

また、中小企業において円滑に障害者雇用が進むために十分な期間、納付金の額   

を減額するとともに、併せて、調整金の額を減額  

さらに、中小企業に対する各種支援策の充実強化と並行的に実施するこLとが適当  

3 福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進  

（1）地域の就労支援のネットワークの構築  

雇用、福祉、教育、医療等の各分野の関係機関が連携及び役割分担をしながら、   

地域ごとに就労支援のネットワークを構築することが適当  
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（2）地域の就労支援機関の役割と今後の在り方  

ア ハローー ワークは、地域のネットワークの構築に中核的な役割を果たすとともに、  

関係機関と連携して支援を行うために、支援機関等に対するコーディネートカを  

高めることが適当  

イ 障害者就業・生活支援センターは、全障害保健福祉圏域への計画的かつ早急な設  

置が必要  

ウ 地域障害者職業センターは、今後は、地域の就労支援機関に対する助言・援助  

等の業務を本格的に実施し、地域の就労支援力の向上を図ることが適当  

工 障害者雇用支援センターは、就労移行支援事業に移行し、これまで蓄積してき  

た訓練ノウハウや地域において果たしてきた機能を継承することが適当  

（3）就労支援を担う人材の育成・確保の在り方  

就労支援を担う人材に必要なスキル・能力をレベルごとに明確化するとともに、   

育成方法や能力評価の仕組み等について幅広い見地から検討することが適当   

4 その他の諸課題  

（1）企業グループにおける障害者雇用の促進等  

特例子会社がない場合でも、企業グループ全体として実雇用率を算定することが・  

できる特例を設けることが適当  

（2）障害者雇用に関する助成金の見直し  

障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、中小企業により重点を置いた実   

施、物的支援から人的支援への重点化を図るとともに、助成金制度全体において支  

給期間、上限額及び対象となる障害者の数等の適正化等を図ることが適当  

（3）除外率の引下げによる障害者雇用の促進  

除外率制度については、法律の規定等に沿って、段階的に引き下げ、廃止を目指   

すという基本的方向に基づき、今回、一定の引下げを行うことが適当  

（4）障害者雇用率等の見直し  

障害者雇用率については、今後、短時間労働の雇用義務化や除外率の引下げとい   

った制度改正が実施されることを前提とすれば、現行のとおりとすることが適当  

（5）精神障害者等に対する雇用支援  

精神障害者については、精神障害者の特性に応じ、予算措置などによる雇用支援  

の一層の推進、充実を図ることが適当  

発達障害者、難病のある者等については、それぞれ、支援について検討していく  

ことが適当  

（6）障害者権利条約の締結に向けた検討  

条約における職場における合理的配慮の提供等の規定について、障害者雇用促進   

法制においてどのような措置を講ずべきかについては、十分な議論が必要であるこ  

とから、労使、障害者団体等を含めて、考え方の整理を早急に開始し、必要な環境   

整備などを図っていくことが適当  
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参考2  

労働可変策審扇嚢会障害者雇用分科会委員等名簿  

［平成19年11月1日現在：五十音順］   

（公益／代表）  
いまのこういちろう  

○今 野 浩一郎  
いわむらまさひこ   

岩 村 正 彦  

学習 院 大 学経 済学部経営 学科教授  

東京大学大学院法学政治学研究科教授  

首 都 大 学 東 京 健 康 福 祉 学 部 教 授  

東 京 大 学 社 会 科 学 研 究 所 教 授  

東京福祉大学大学院社会福祉学研究科教授  

目 白 大 学 人 間 学 部 子 ど も 学 科教授  

きくち 菊 池  

さとう 佐 藤  

ひらき  
平 木  
まつや  

松 矢  

えみこ 恵美子  

ひろき 博 樹  

のりこ 典 子  
かつひろ  
勝 宏  

（労ノ微音ノ代表）  
いずみだかすひろ  

泉 田 和 洋  全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会書記長  

日 本 教職員 組 合 中 央 執行 副 委員長  

国公関連労働組合連合会副中央執行委員長  

全日本自動車産業労働組合総連合会副会長  

日 本労働組合総連合会総合労働局長  

た かlま し  

高 橋  むつこ 睦 子  

とょしまえいざぷろう   
豊 島 栄三郎  
のむらやすひろ  

野 村 泰 弘  
Iiせがわ   ゆ う こ  

長谷川 裕 子  

（使f目者代表）  
いいがやきょあき  

飯ヶ谷 清 明  

おおしま 
ひろし  

博  

さ い と う  
上 しみ  

好  
しんざわまさひで  

新 澤 昌 英  

わじま 
しのぶ  

忍  

株式会社 日 立製作所 労政人事部長  

株式会社千疋屋総本店代表取締役社長  

花椿ファクトリ ー株式会社代表取締役  

福 島 県 中 小 企 業 団 体 中 央 会 会 長  

社団法人日本経済団体連合会労政第一本部雇用管理グノレープ長  

（障害者代表）  
すずきたかゆき  

鈴 木 孝 幸  
そえじまひろかっ  

副 島 宏 克  

たち あきお  
まついいっろう  

松 井 逸 朗  

社会福祉法人 日 本盲人会連合情報部長  

社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会理事長  

西 南 学 院 大 学 人 間 科 学 部 教 授  

社会福祉法人日本身体障害者団庵連合会会長  

（五十音順・敬称略）  

注）○印は分科会長。  

－14－   



参考3  

障害者雇用分科会の開催実績  

（1）障害者雇用をめぐる現状と課題について  

（2）障害者雇用対策の充実・強化について  

（3）検討項目及びスケジュールについて  

8月27日（月）  

【第22回】  

多様な雇用形態に対応する障害者雇用率制度の在り方について  9月18日（火）  

【第23回】  

9月26日（水）  

【第24回】  

（1）中小企業における障害者の雇用促進について  

（2）障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正す   

る省令実について（諮問）  

（1）福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の弓毒化について  

（2）障害者権利条約について   

（1）障害者雇用納付金制度に基づく助成金の見直しについて  

（2）除外率の引下げについて  

（3）精神障害者の雇用支援について   

（1）障害者の派遣労働について関係者からのヒアリング   

（社団法人 日本人材派遣協会 松田雄一専務理事）  

（2）難病患者に対する雇用支援について  

（3）発達障害者に対する雇用支援について  

（4）今後の障害者雇用対策にフいて検討すべき具体的論点（素案）   

について  

10月10日（水）  

【第25回】  

10月24日（水）  

【第26回】  

11月6日（火）  

【第27回】  

（1）平成19年障害者雇用状況報告について  

（2）障害者雇用率について  

（3）障害者雇用納付金の額等について  

（4）今後の障害者雇用対策について検討すべき具体的論点（素案）   

について  

11月21日（水）  

【第28回】  

意見書案について  11月28日（水）  

【第29回】  

意見書実について  12月12日（水）  

【第30回】  

意見書実について（とりまとめ）  12月19日（水）  

【第31回】  
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障害者雇用の状況①（障害者の雇用数）  

⊂：コ身体障害者E団知的障害者皿精神障害者漱実雇用率  

＜障害者の数（万人）＞  く実雇用率（％）＞  

※ 毎年6月1日現在の企業からの障害者雇用  
状況報告による（56人以上の規模の企業）  

（注）  

「障害者の数」は以下の者の合計。  

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）   

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）   

重度身体障害者である短時間労働者   

重度知的障害者である短時間労働者   

精神障害者（短時間労働者は0．5カウント）  

－
一
）
－
 
 

（参考）  

5人以上の規模の企業において  

雇用される障害者数  
羞軋49．6万人   

〔平成15年度障害者雇用実態調査による推計〕   

5
 
 

0
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障害者雇用の状況②（企業規模別の状況）  

各年6月1日現在  （％）企業規模別達成企業割合  各年6月川現在   （％）企業規模別実雇用率  
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障害者の職業紹介状況①（全体）  

○ハローワークにおける障害者の就職件数は、着実に   

伸びており、最近では前年度比10％程度の伸びを続   
けている。  

（前年度比13．1％増）  

①障害者の「働きたい」という意欲の高まり  

（新規求職件数の着実な伸び）   

② 企業側の取組の拡大   

■ 雇用失業情勢の改善に伴う障害者雇用意欲の  

高まり  

・コンプライアンス、CSRの観点からの障害者雇  
用の取組の進捗   

・雇用率達成指導の強化への対応   

③ ハローワークの取組強化  

・就職件数などの目標設定・管理  
・1ライアル雇用やジョブコーチ支援などの雇用  

支援策の積極活用   

・障害者就業・生活支援センターなど関係機関と   

の連携した支援の充実   

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度  

酬酬馳脚相鉄年間脚脚ゆ加㈱上半期（4月～9月）  



類 障害者の職業紹介状況②（障害種別）  

新規求職申込件数  

障害者計   身体障害者   知的障害者   精神障害者   その他   

12年度   77，612 （1．5） 57，393  （0．3）   15，143  （3．2）   4，803  （12．9）   273  （3．0）   

13年度   83，557 （7．7）   61，548  （7．2）   16，357  （8．0）   5，386  （12．1）   266  （△2．6）   

14年度   85，996 （2．9）   62，888  （2．2）   16，511  （0．9）   6，289  （16．8）   308 （15．8）   

15年度   88，272 （2．6）   62，450 （△0．7）   17，602  （6．6）   7，799  （24．0）   421 （36．7）   

16年度   93，182 （5．6）   63，305  （1．4）   18．953  （7．7）  10，467  （34．2）   457  （8．6）   

17年度   97，626 （4．8）   62，458 （△1．3）   20，316  （7．2）  14，095  （34．7）   757 （65．6）   

18年度   103．637 （6．2）   62，217 （△0．4）   21，607  （6．4）  18，918  （34．2）   895 （18．2）  

就職件数  

障害者計   身体障害者   知的障害者   精神障害者   その他   

12年度   28，361  （7．2）   19，244  （6．0）   7，414   （8．9）   1，614（16．6）   89  （△6．3）   

13年度   27，072 （△4．5）   18，299 （△4．9）   7，069   （△4．7）   1，629（0．9）   75 

14年度   28，354  （4．7）   19，104  （4．4）   7，269   （2．8）   1，890（16．0）   91  （21．3）   

1．5年度   32，885  （16．0）   22，011  （15．2）   8，249   （13．5）   2，493（31．9）  132  （45．1）   

16年度   35．871  （9．1）   22，992  （ 9，102  （10．3）   3，592（44．1）  185  （40．2）   

17年度   38，822  （ 23，834  （3．7）   10，154   （11．6）   4，665（29．9）  229   （23．釦   

18年度   43，987  （13．1）   25，490  （6．9）   11，441  （1乞7）   6，739（44．5）  317  （38．4）   
※（）内は前年同期比（蓋）  

新規求職申込件数及び就職件数は年度（期間）内の累計の数隠  



障害者雇用促進法の概要  

草葉主に射する結審 
雇  事業主仁ガL、摩斉家屠屏率に存留デ名人劇の身体膚害者一彪劇膚筈皆の雇用孝義顔づ／ナる  
用  

義  
民間企業 ………‥∴……………．．………．‖……‥．…1．8％  

務  
国、地方公共団体、特殊法人等 ……………………2．1％  

制  
都道府県等の教育委員会 ……………………………2．0％  

※1大企業等において、障害者を多数雇用する等一定の要件を満たす会社（特例子会社）を設立した場合、企業グループでの雇用率適用も認めている。  
度  ※2精神障害者（手帳所持者）については、雇用義務の対象ではないが、各企業の雇用率（実雇用率）に算定することができる。   

納  摩斉家の願仁伴ラ事業主の庶務軌碧超の戯響き厨寧  
付  

金  ○ 障害者雇用納付金（雇用率束達成事業主）  不足1人月額5万円徴収 （常用労働者301人以上）  
○ 障害者雇用調整金（雇用率達成事業主）  超過1人月額2万7千円支給（常用労働者301人以上）  

納      調  ※ この他、300人以下の事業主については報奨金制度あり（超過1人月額2万1千円支給）   
付  国 ユー三  

金  金   ・上記のほか、在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に対する特例調整金・特例報奨金の制度がある。（在宅就業障害者支援制度）  

制  
各  膚鼻声家雇いスカるための彪訝の厨産、介助者の廃置等に助成金を支潜  

度  種  

助  一障害著作業施設設置等助成金  

成   ■障害者介助等助成金  

金   ・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等   

睡亭春本来た対する痕置 
彪邸の戯労支援ン野虜頗厨たおいて1轡穿者の戯岩畳眉における貞丘を支輝く舶彪穿との有鮒な藩穿あ野りつつ鹿遭＞  

l職  
シ業  ○ ハローワーークく全国584か所）   

ヨリ   障害者の態様に応じた職業紹介、職栄枯導、求人開拓等   
ン／＼   ○ 地域障害者職業センター（全国47か所）   

のビ  専門的な職業リハビリテ」ションサービスの実施（職業評価、準備訓練、ジョブコナチ等）  
実リ  ○ 障害者就業・生活支援センター（全国135か所）  

施テ  就業・生活両面にわたる相談・支援  



法定雇用  

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合（法定雇用  
率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。  

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（なお■、精神障害者は雇用義務の対象ではない  
が、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。  

一般の民間企業  1．8％  

（56人以上規模の企業）  ○ 民間企業  

特殊法人等  2．1％  

労働者数48人以上規模の  

特殊法人及び独立行政法人  

○ 国、地方公共団体   

（48人以上規模の機関）  

2．1％  

○ 都道府県等の教育委員会  

（50人以上規模の機関）  

2．0％  

（カツコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって1人以上の障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）  

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障   
害者を雇用しているものとしてカウントされる。  

※ 短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者である短   
時間労働者（1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者）については、1人分として、精神障   
害者である短時間労働者については、0．5人分としてカウントされる。   



障害者雇用納付金制度  

「納付金」の徴収  

【不足1人当たり 月腰迫亘巴】  

障害者を雇い入れるために、作業施設の設置・整備を行ったり、  
重度障著者の雇用管王里のために職場介助者を配置したりする事  
業主等に対して助成金を支給  

※1常用労働者301人以上  
※2常用労働者300人以下で障害者を4％又は6人のいずれか多い数を超えて雇用する事業主   



労働政策審議会意  見書の概要  

＜多様な雇用形態に対応した障害者雇用の促進＞  

・短時間労働者（退所定労働時間20時間以上30時間未満）を雇用義務の対象に追加  

＜中小企業における障害者雇用の促進＞  

・事業協同組合等を活用した障害者雇用に対する障害者雇用率制度の適用   

・障害者雇用納付金制度（納付金の徴収及び調整金の支給）について、中小企業に対して  

適用を拡大  

＜その他＞   

・地域障害者職業センターの業務に、地域の就労支援機関に対する助言・援助等を追加   

・輯例子会社がない場合においても、企業グループに対し、一定の要件の下で、障害者   
雇用率制度を適用   



障害者の短時間労働について  

（現行の障害者雇用率制度の対象範囲）  

l週20～30時間】  
週30時間以上  

（短時間労働者）   

身体障害者   ○  

‖ 喜重度   ◎   ○   

知的障害者   ○  

室重度   ◎   ○   

精神障害者   ○   △   

○ 週所定労働時間が30時間以上の労働者が、法定雇用障   

害者数の算定の基礎となる。  

○ 短時間労働者については、重度の身体障害者・知的障害   

者と精神障害者が、寒雇用率のカウント対象となっている。   
※ ◎ダブルカウント、01カウント、△0．5カウント  

（意見書の内容）  

○ 障害者の短暗闇労働lこ対する 書雇用率制度の連用  

・障害者雇用率制度において、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間   

労働についても、雇用義務の対象とする。   
■ この場合、短時間労働者及び短時間労働の障害者について、0．5カウントとして算定   

する。  

一 短時間労働を雇用義務の対象とするに当たっては、一定の準備期問を設ける。   



中小企業における障害者の雇用の促進  

○＋中dl企業における 者雇用の促進の   

必要性  

一 我が国の企業数の大半を占める中小企業において、  

障害者の雇用の場を確保することは重要であり、また、   
中小企業は、障害者に対し、雇用の場を提供すること   
ができる地域の主要な担い手としても重要だが、中小   
企業における障害者雇用の状況が低い水準にあり、   

中小企業における障害者雇用の促進が必要。  

1撞誓書雇用納付金制度の現送   

・納付金は、障害者雇用促進法上、本則においては、  
すべての事業主が雇用する労働者の数に応じて平  

等に負担することとされているが、附則において、   
当分の間の暫定措置として、300人以下の規模の   
企業からは徴収しないこととされている。  

（意見書の内容）  

○【蠣こ対する雇用支援等の強化  

・障害者雇用についての理解の促進、マッチング及び職場定着に関する支援を講じていく   

ことが必要。  

者雇用率制度の適悍  者雇用lこ対する 
・複数の中小企業が、事業協同組合等を活用して共同して事業を行い、当該事業協同組   
合等において障害者を雇用する場合に、障害者雇用率制度を適用する仕組を創設。  

○個担の調整  

■ これまで300人以下の企業に対しては、暫定措置として適用を猶予してきた障害者雇用納   
付金制度について、一定の範囲の中小企業（企業規模101人以上）に対し、適用。  

・この際、一定範囲の中小企業のうち、比較的規模の大きい中小企業（企業規模201人   

以上）から対象とする。   



地域障害者職業センターの業務の追加  

○ 地域障害者職業センターの専門性とノウハウをいか  して、以下の業務をセンター  
の基幹業務の一つとして新たに位置づけ、地域の就労支援力の向上を図る。   

① 地域において就労支援を担う専門的人材の育成   

② 地域の就労支援機関に対する助言・援助  

※ このほか、福祉、教育等との連携による就労支援の強化のため、ハローワークを中心とした「チーム支援」の  

強化、障害者就業・生活支援センターのすべての障害保健福祉圏域への設置、実施体制の充実・強化が必要。  

特例子会社がない場合の企業グループに対する障害者雇用率制度の適用  

○ 特例子会社を持たない場合でも、一定の要件の下で、グループ全体として実雇   
用率を算定することができる特例を創設。   



除外率の引下げ  

除外率制度…障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者  
数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度（障害者の雇用義  
務を軽減）  

ノーマライゼーションの観点から、平成16年4月に廃止。  
ただし、経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止  

の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされている（法律附則）。  
※16年4月の引下げ‥t建設業、鉄鋼業：40％→30％、鉄道業、医療業：50％→40％、  

道路旅客運送業75％→65％、船舶運航事業100％→90％  等  

除外率制度については、法律の規定等に沿って、段階的に引き下げ、廃止を目指すとい  

う基本的方向に基づき、今回、一定の引下げを行うことが適当。  

障害者権利条約の締結に向けた対応  

障害者権利条約・t・障害者の人権及び尊厳を保護・促進するための包括的総合的国際条約。  
昨年12月に国連総会で採択。本年9月に日本も署名。  

障害者権利条約の締結に向けて、雇用・労働分野における、  
・差別禁止  

・合理的配慮の提供  

等について、労使、障害者団体等を含めて、考え方の整理を早急に開始し、必要な環境  
整備などを図っていくことが適当。   



平成20年度予算額（案）主要事項の概要  

文部科学省初等中等教育局  

特 別 支 援 教 育 課  

子ども一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進  

（前年度予算額  6，941，206千円）  
20年度予算額（案）7，611，016千円  

1 趣 旨  

発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組  

を支援するという視点に立ち、子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導   

及び必要な支援を行うため、外部専門家の活用を含めた特別支援教育の体制整備を  
総合的に推進する。   

2 内 容   

1．発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業（新規）  

503，052千円（ 新  規 ）  

発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、医師や大学教員  

等の外部専門家による巡回指導、各種教員研修、厚生労働省との連携による一貫  

した支援を行うモデル地域の指定などを実施することにより、特別支援教育を総  

合的に推進する。  

（特別支援教育体制推進事業の後継事業 19年度予算193，857千円）  

○委嘱先：47都道府県  

2．発達障害教育情報センター（新規）  32，552千円（ 新  規 ）  
発達障害児の教育的支援のために、外部専門家や専門機関、教材等の情報提供  

を行うとともに、教員研修用講義コンテンツの配信、総合的調査、先端技術やI  

CTを活用した支援機器の使用に関する研究等を実施する。  

○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に設置   

3．発達障害早期総合支援モデル事業（拡充）   122，964千円（   50，807千円）  
発達障害のある幼児の早期発見・早期支援を強化するため、教育委員会及び教  

育関係機関が、医療、保健、福祉等の関係機関と連携し、幼稚園や保育所におけ  

る発達障害の早期発見の方法の開発や、発達障害のある幼児及びその保護者に対   

する相談、指導、助言等の早期支援を行うモデル地域を指定し、早期からの総合   

的的な支援の在り方について実践的な研究をさらに拡充して実施する。  

○指定地域数：20地域  

－1－   



4．高等学校における発達障害支援モデル事業  51，071千円（ 21，121千円）  

発達障害のある高校生の支援のため、国公私立の高等学校をモデル校として指  

定し、当該高等学校に在籍する発達障害のある生徒に対して、専門家を活用した  

ソーシャルスキルの指導や授業方法・教育課程上の工夫、就労支援等について実  

践的な研究をさらに拡充して実施する。  

○指定校数：20校  

5．PT、OT、ST等の外部専門家を活用した指導方法等の改善に関する実践研究   

事業（新規）  42，790千円（ 新  規 ）  

特別支援学校に在籍する障害のある児童生徒等に対してPT（理学療法士）、  

OT（作業療法士）、ST（言語聴覚士）等の外部専門家を活用した指導方法等  

の改善について実践研究を行う。  

○委嘱先：8都道府県  

6．特別支援学校教員専門性向上事業  8，216千円（  10，769千円）  

発達障害を含む多様な障害や重度・重複化に対応する適切な指導及び支援の在  

り方、関係機関や地域の小・中学校等との連携の在り方などについての専門的な   

研修を行う。  
○委託先：3大学  

7．特別支援教育就学奨励費負担等  6，850，371千円（6，664，652千円）  

特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等への就学の特殊事情をかんがみ、   

障害のある児童生徒等の保護者等の経済的負担を軽減するために必要な援助を行  

い、就学を奨励する。  

－2－   



CJ   



＜背景＞  

発達障害教育情報センター（新規）  
平成20年度予算額（案） 32，552千円  

Jゝ   



発達障害早期総合支援モデル事業 
）  

案） 1  

【課題】 な支援体制を構築する必要がある0  

こ∩  

‥   



等学校における発達障害支援モデル事業 
）  

案）  

の   



PT、OT、ST等の外部専門家を活用した指導方法等の  
改善に関する実践研究事業（新規）平成2。年度予算額（案）。2，，9。千円  

8都道府県教育委員会   

く函＞  
PT（理学療法士）  

■呼吸状態や姿勢などについて  

身体機能面からの評価   

・学校生活で可能な運動機能の  

改善・向上についての指導   

・児童生徒の障害の状態に応じ  

て、椅子や机などの適正を評価  

改善  

特別支援学校  

○教員と協力した指導の改善   

■児童生徒の実態把握  

・個別の指導計画の作成  

・指導内容一方法の改善  

・教材一致具のエ夫  

・評価  

○校内研修における専門的な指導  

その他の専門家  

りb理学の専門家  

・専門の医師  

・視能訓練士 等  

OT（作業療法士）  

・ADL（着替、排泄、食事、道具  

の操作などの日常生活動作）の  
評価   

・AD」を獲得するための必要な  

補助具等の必要性について評  

価、製作   

・日常生活、作業活動の改善に  

役立つ教材（コンピュータ等の  

支援機器も含む）の製作  

特別支援学校における  

一7－－   



特別支援学校教員専門性向上事業  
（平成19年度予算額 10，769千円）  
平成20年度予算額（案）8，216千円  

【課題】  

●児童生徒の障害の重度・重複化、多様化への対応  

●特別支援学校の新たな取組   

医療、福祉、労働等の関係機関と連携1協力した支援   

特別支援教育のセンター的機能（地域の小・中学校等の支援等）  

【国として】  

特別支援学校教員の専門性を向上させるため、各都道府県における指導  
者を養成  

1．指導者養成講習会（大学に委託）  

（内容）  

特別支援学校教員を対象とした専門性の向上を図る研修   

・各障害に応じた教育 ・関係機関との連携   

・重複障害に応じた教育 り卜中学校等への支援   

・発達障害に応じた教育  

全国の特別支援学校教員の専門性を向上  

ー8－   



特別支援教育就学奨励費（負担金・補助金・交付金）  

特別支援学校及び小ヰ学校の特別支援学級等への就学の特殊事情にかんがみ、障害のある児童生徒等の  
保護者等の経済的負担を軽減するために必要な援助を行い、もってこれらの学校への就学を奨励するとともに  
特別支援教育の振興を図る。  （根拠法令三特別支援学校への就学奨励に関する法律）  

○特別支援教育就学奨励黄色坦金 平成20年度予算額（案）4，333百万円（平成19年度予算額4，276百万円）   
公私立の特別支援学校の小学部、中学部及び高等部（専攻科を除く）の保護者等に対する補助   

○特別支援教育就学奨励費娩助金 平成20年度予算額（案）2，036百万円（平成19年度予算額1，錮3百万円）   
公私立の特別支援学校の幼稚部及び高等部（専攻科）並びに小・中学校の特別支援学級等の保護者等に対する補助   

○特別支援教育就学奨励貴重鯉金 平成20年度予算額（案）481百万円（平成19年度予算額 494百万円）   
国立大学法人附属の特別支援学校並びに小■中学校の特別支援学級等の保護者等に対する補助  

（．D   

平成20年度査定額 机850百万円  

教育の機会均等の確保  

保護者   

援 助  
経済的負担を軽減  

補助対象経費  
教科書購入費  
学校給食費  
交通費  
修学旅行費  
寄宿舎居住経費  
学用品費 など   

地方公共団体  

障害のある子ども 箪要≡：ニ  




